
⑭福祉関係
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令和8年2月1日現在

施設種別

市町村名

救
護
施
設

医
療
保
護
施
設

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

養
護
老
人
ホ
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ム

軽
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老
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Ａ
型
）
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老
人
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ー
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老
人
短
期
入
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施
設

老
人
福
祉
セ
ン
タ
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介
護
実
習
･
普
及
セ
ン
タ
ー

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

生
活
支
援
ハ
ウ
ス

老
人
憩
い
の
家

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
医
療
院

指
定
訪
問
介
護
事
業
所

指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ

ン

指
定
通
所
介
護
事
業
所

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
事
業
所

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

指
定
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
事
業
所

視
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

指
定
居
宅
介
護
事
業
所

指
定
短
期
入
所
事
業
所

指
定
療
養
介
護
事
業
所

指
定
生
活
介
護
事
業
所

指
定
自
立
訓
練
事
業
所

指
定
就
労
移
行
支
援
事
業
所

指
定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所

指
定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所

指
定
就
労
定
着
支
援
事
業
所

指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所

指
定
障
害
者
支
援
施
設

指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
所

指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所

福井市 1 1 9 37 4 2 1 13 1 21 9 2 56 45 60 37 6 16 28 39 15 15 1 1 1 35 44 54 15 8 21 63 5 10 39 8 5 27
敦賀市 1 1 1 9 1 3 5 5 19 13 13 6 1 3 7 13 1 1 17 4 1 8 1 2 4 11 2 4 1 4 9
小浜市 1 5 1 2 1 3 1 1 10 4 9 1 2 3 1 1 9 3 6 2 3 6 2 6 3 2 6
大野市 1 1 1 5 1 1 4 1 2 6 5 10 9 2 2 5 8 2 4 3 4 1 1 1 7 9 2 2 6
勝山市 4 1 4 2 4 2 6 1 3 2 4 1 2 2 4 6 1 3 5 4 4 3
鯖江市 2 4 1 5 1 4 3 3 7 7 19 6 3 6 7 2 1 9 5 7 2 5 8 14 1 1 7 2 3 15
あわら市 1 2 2 1 1 1 3 2 5 3 7 2 1 2 4 2 4 4 6 1 7 1 2 7 5 1 2 9
越前市 1 1 15 2 6 1 5 2 2 14 13 19 7 4 11 9 1 9 9 5 11 3 3 10 13 1 1 8 2 1 13
坂井市 1 2 11 1 2 4 5 4 13 6 25 5 1 10 4 11 7 4 5 5 10 3 2 5 15 2 2 17 1 2 9
永平寺町 3 1 4 3 1 5 1 2 3 3 1 1 1 2 4
池田町 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
南越前町 1 1 2 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1
越前町 1 2 1 1 2 1 1 4 3 1 7 3 2 3 4 2 1 3 1 1 2 1 2
美浜町 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1
高浜町 2 1 1 1 1 1 3 4 4 1 1 3 1 1 2
おおい町 1 1 1 1 1 2 5 1 1 2 1 1 1 1 1
若狭町 1 3 1 1 2 1 6 2 4 5 2 1 1 1 3 2 3 2 5 1 4 1 3

県　計 1 1 3 8 2 18 99 10 11 2 46 7 4 69 34 10 153 108 194 82 8 45 79 107 42 43 1 1 1 111 90 2 124 27 28 60 156 9 20 107 26 23 110

社会福祉施設等の現況 社会福祉施設等の現況

生活
保護

老人福祉 介護保険
身体障害
者福祉

障害福祉
サービス
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施設種別

市町村名
福井市

敦賀市

小浜市

大野市

勝山市

鯖江市

あわら市

越前市

坂井市

永平寺町

池田町

南越前町

越前町

美浜町

高浜町

おおい町

若狭町

県　計

令和8年2月1日現在

児
童
一
時
保
護
所

助
産
施
設

乳
児
院

児
童
自
立
支
援
施
設

児
童
心
理
治
療
施
設

児
童
養
護
施
設

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

障
害
児
相
談
支
援
事
業
所

重
症
心
身
障
害
児
病
棟

母
子
生
活
支
援
施
設

児
童
厚
生
施
設

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園

保
育
所

地
域
型
保
育
事
業

母
子
福
祉
施
設

一
時
保
護
所
（

女
性
）

女
性
自
立
支
援
施
設

隣
保
館

1 3 1 1 1 1 2 26 69 15 4 1 1 20 24 68 1 24 1 1 1

1 1 1 7 12 4 2 1 8 1 3 3 18 3 1

1 2 2 2 1 1 6 4 3 10 3

1 1 2 2 1 5 5 9 3 1

1 1 3 0 7 2

1 3 10 2 14 15 6 1 15

1 2 4 1 1 6 1 1 12

1 1 7 13 3 10 15 19 4 2

3 18 1 1 7 10 13 18 1

1 2 4 1 4 3 1 7

1 1

4 2 2

1 3 1 2 5 6 5

1 1 1 1 1 3 2

2 2 2 2 1 2 2 1 1

1 2 4 0 1

1 2 1 3 1 9

1 5 2 1 1 5 6 60 143 33 10 2 3 92 2 1 94 156 2 122 11 1 1 1 5

社会福祉施設等の現況

児童福祉 その他
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高齢者人口・高齢化率の状況（令和7年10月1日現在・福井県）

単位：人

市町の人口 年齢不詳
65歳以上
人口

市町の
高齢化率

県順位

① ② ③ ④（③／（①－②）） 高い方から

福井市 252,733 4,819 75,892 30.6% 15

敦賀市 60,955 1,459 18,548 31.2% 14

小浜市 27,266 908 9,115 34.6% 10

大野市 28,165 182 11,301 40.4% 4

勝山市 20,253 103 8,151 40.5% 3

鯖江市 67,035 538 18,833 28.3% 18

あわら市 25,847 318 9,192 36.0% 8

越前市 78,312 726 23,663 30.5% 16

坂井市 85,464 811 25,748 30.4% 17

永平寺町 18,140 350 5,582 31.4% 13

池田町 2,075 0 980 47.2% 1

南越前町 8,961 0 3,644 40.7% 2

越前町 18,621 19 6,916 37.2% 7

美浜町 8,409 72 3,199 38.4% 6

高浜町 9,523 269 3,180 34.4% 11

おおい町 7,364 33 2,545 34.7% 9

若狭町 12,682 44 4,938 39.1% 5

福井県 731,805 10,651 231,427 32.1% -

福井県の推計人口より

※「年齢別人口（四半期毎）」　統計・情報課　参照
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（1）総括表 （単位：世帯） （2）世帯割合の順位

市町村名 市町村名 市町村名

世帯 割合（％） 世帯 割合（％） 世帯 割合（％） 割合（％） 割合（％） 割合（％）

福井市 108,894 52,557 48.26 18,003 16.53 11,783 10.82 1 池田町 78.63 1 池田町 23.89 1 池田町 15.66

あわら市 10,561 6,258 59.26 1,829 17.32 1,188 11.25 2 南越前町 71.84 2 高浜町 20.38 2 美浜町 14.72

坂井市 33,875 17,553 51.82 4,697 13.87 3,812 11.25 3 勝山市 67.68 3 美浜町 19.92 3 おおい町 13.98

永平寺町 6,645 3,734 56.19 928 13.97 717 10.79 4 若狭町 65.7 4 小浜市 19.56 4 小浜市 13.45

小　　計 159,975 80,102 50.07 25,457 15.91 17,500 10.94 5 大野市 65.65 5 おおい町 19.42 5 南越前町 13.2

大野市 11,606 7,619 65.65 2,213 19.07 1,451 12.50 6 越前町 64.36 6 大野市 19.07 6 高浜町 12.7

勝山市 7,949 5,380 67.68 1,483 18.66 999 12.57 7 美浜町 62.47 7 敦賀市 18.89 7 勝山市 12.57

小　　計 19,555 12,999 66.47 3,696 18.90 2,450 12.53 8 あわら市 59.26 8 南越前町 18.75 8 大野市 12.5

鯖江市 26,221 12,647 48.23 3,353 12.79 2,617 9.98 9 永平寺町 56.19 9 勝山市 18.66 9 若狭町 12.45

越前市 32,562 15,849 48.67 4,473 13.74 3,458 10.62 10 おおい町 54.47 10 越前町 17.72 10 敦賀市 12.39

池田町 875 688 78.63 209 23.89 137 15.66 11 小浜市 52.85 11 あわら市 17.32 11 越前町 11.98

南越前町 3,334 2,395 71.84 625 18.75 440 13.20 12 高浜町 52.13 12 若狭町 16.92 12 坂井市 11.25

越前町 7,273 4,681 64.36 1,289 17.72 871 11.98 13 坂井市 51.82 13 福井市 16.53 13 あわら市 11.25

小　　計 70,265 36,260 51.60 9,949 14.16 7,523 10.71 14 越前市 48.67 14 永平寺町 13.97 14 福井市 10.82

敦賀市 29,241 13,270 45.38 5,525 18.89 3,623 12.39 15 福井市 48.26 15 坂井市 13.87 15 永平寺町 10.79

小浜市 12,211 6,453 52.85 2,389 19.56 1,642 13.45 16 鯖江市 48.23 16 越前市 13.74 16 越前市 10.62

美浜町 3,600 2,249 62.47 717 19.92 530 14.72 17 敦賀市 45.38 17 鯖江市 12.79 17 鯖江市 9.98

高浜町 4,293 2,238 52.13 875 20.38 545 12.70

おおい町 3,275 1,784 54.47 636 19.42 458 13.98

若狭町 4,930 3,239 65.70 834 16.92 614 12.45

小　　計 57,550 29,233 50.80 10,976 19.07 7,412 12.88

307,345 158,594 51.60 50,078 16.29 34,885 11.35
※高齢夫婦世帯とは、夫婦ともが65歳以上の一般世帯（他の世帯員がいないもの）をいう。

【高齢者のいる世帯状況（令和7年4月1日時点の推計）】

圏
域

市町村名 総世帯

65歳以上の親族の
いる世帯 順

位

65歳以上親
族のいる世帯 順

位

高齢単身
世帯 順

位

嶺
南

県　　　計

福
井
・
坂
井

奥
越

丹
南

高齢夫婦
世帯高齢単身世帯 高齢夫婦世帯
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認知症者数推計（圏域別）
（単位：人、％）

要介護認定者数 要介護認定者数 認知症者数※３

圏域 事業状況報告（A）※１ 市町集計値（B）※2 （C）

福井 ・ 坂井 22,005 21,848 14,408 65.48% 65.95%

奥　　　　越 3,727 3,717 2,628 70.51% 70.70%

丹　　　　南 8,987 8,950 6,580 73.22% 73.52%

嶺　　　　南 7,706 7,694 5,041 65.42% 65.52%

県　　　　計 42,425 42,209 28,657 67.55% 67.89%

（参考） 「認知症高齢者の日常生活自立度」判定基準

ランク

寝たきり者数推計（圏域別）
（単位：人、％）

要介護認定者数 要介護認定者数 寝たきり者数※４

圏域 事業状況報告（A）※１ 市町集計値（B）※2 （C）

福井・坂井 22,005 21,848 6,574 29.88% 30.09%

奥　　　　越 3,727 3,717 1,124 30.16% 30.24%

丹　　　　南 8,987 8,950 3,212 35.74% 35.89%

嶺　　　　南 7,706 7,694 2,543 33.00% 33.05%

県　　　　計 42,425 42,209 13,453 31.71% 31.87%

（参考） 「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」判定基準

ランク
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中でもベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

　1　車椅子に移乗し、食事・排泄はベッドから離れて行う。

　2　介助により車椅子に移乗する。

　1　自力で寝返りをうつ。

　2　自力では寝返りもうたない。

※1　「要介護認定者数」は令和7年3月末介護保険事業状況報告の速報値

※2　「要介護認定者数」は令和7年4月1日時点の市町集計値

※3　「認知症者数」は令和7年4月1日時点の市町集計値

※4　「寝たきり者数」は令和7年4月1日時点の市町集計値

判定基準 見られる症状・行動の例

（C）／（A） （C）／（B）

（注）上記における認知症者数は、要介護認定者数のうち、要介護認定の「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定がⅡ～Mランク
の高齢者数である（2号被保険者も含む）。

Ⅱa
家庭外で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通
の困難さが見られても、誰かが注意していれば自立できる。

たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理
などそれまでできたことにミスが目立つ等。

Ⅱb
家庭内でも上記Ⅱaの状態が見られる。 服薬管理ができない、電話の応答や訪問者と

の応答など一人で留守番ができない等。

Ⅲa

日中を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意
思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・
時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を
拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげ
る、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。

Ⅲb
夜間を中心として、上記Ⅲaの状態が見られる。

ランクⅢaに同じ。

Ⅳ
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが
頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 ランクⅢaに同じ。

M
著しい精神症状や問題行為あるいは重篤な身体疾患が見られ、専
門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状
や精神症状に起因する問題行動が継続する
状態等。

C

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

（C）／（A） （C）／（B）

（注）上記における寝たきり高齢者数は、要介護認定者数のうち、要介護認定の「障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）」の判定が
B～Cランクの高齢者数である（2号被保険者も含む）。

見られる症状・行動の例

B
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（様式３）日常生活の自立度について
全体：

１　合計（自宅内＋自宅外） (単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 29 501 1,633 1,348 1,372 496 341 80 82 5,882

Ⅰ 20 381 1,875 1,763 2,241 617 575 112 86 7,670

Ⅱａ 8 188 1084 1,202 1,766 496 498 61 59 5,362

Ⅱｂ 19 157 1,823 2,901 3,764 1,033 1,276 159 182 11,314

Ⅲａ 13 25 346 1,267 2,020 1,024 2,485 305 625 8,110

Ⅲｂ 0 6 74 234 378 180 628 73 158 1,731

Ⅳ 0 0 25 115 167 95 547 146 934 2,029

M 0 1 4 8 12 7 26 7 46 111

計 89 1259 6,864 8,838 11,720 3,948 6,376 943 2,172 42,209

＊１

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 28 491 1,622 1,283 1,080 289 207 34 56 5,090

Ⅰ 19 372 1,857 1,642 1,876 337 258 43 32 6,436

Ⅱａ 5 184 1059 1066 1,474 233 202 24 24 4,271

Ⅱｂ 18 148 1,784 2,485 3,028 479 438 59 56 8,495

Ⅲａ 13 24 331 925 1,265 382 570 92 136 3,738

Ⅲｂ 0 5 71 158 225 68 153 20 40 740

Ⅳ 0 0 20 79 73 26 83 43 133 457

M 0 1 3 5 6 3 4 1 9 32

計 83 1225 6,747 7,643 9,027 1,817 1,915 316 486 29,259

＊１

＊２ 対象者について、認定調査が初回の場合は、実施場所は自宅内として記載

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 1 10 11 65 292 207 134 46 26 792

Ⅰ 1 9 18 121 365 280 317 69 54 1234

Ⅱａ 3 4 25 136 292 263 296 37 35 1091

Ⅱｂ 1 9 39 416 736 554 838 100 126 2,819

Ⅲａ 0 1 15 342 755 642 1,915 213 489 4,372

Ⅲｂ 0 1 3 76 153 112 475 53 118 991

Ⅳ 0 0 5 36 94 69 464 103 801 1,572

M 0 0 1 3 6 4 22 6 37 79

計 6 34 117 1195 2,693 2,131 4,461 627 1,686 12,950

＊１

福井県

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

２　自宅内

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

３　自宅外

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載
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（様式３）日常生活の自立度について
圏域：

１　合計（自宅内＋自宅外） (単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 18 373 1051 724 758 273 179 34 36 3,446

Ⅰ 14 242 1091 835 1,118 303 322 41 28 3,994

Ⅱａ 3 146 766 826 1175 326 371 41 42 3,696

Ⅱｂ 3 88 987 1,436 1,655 452 605 60 62 5,348

Ⅲａ 2 7 133 623 767 435 1,245 129 301 3,642

Ⅲｂ 0 2 39 138 153 61 298 28 68 787

Ⅳ 0 0 4 35 55 24 226 70 476 890

M 0 0 2 2 3 2 7 0 29 45

計 40 858 4,073 4,619 5,684 1,876 3,253 403 1,042 21,848

＊１

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 18 365 1044 676 600 167 109 11 25 3,015

Ⅰ 14 238 1083 775 940 165 150 15 10 3,390

Ⅱａ 2 145 755 728 986 150 155 19 19 2,959

Ⅱｂ 3 86 984 1,237 1,397 203 238 19 21 4,188

Ⅲａ 2 6 133 478 550 178 370 40 69 1,826

Ⅲｂ 0 2 39 92 100 24 85 9 19 370

Ⅳ 0 0 3 32 32 6 49 25 71 218

M 0 0 1 2 3 0 1 0 5 12

計 39 842 4,042 4,020 4,608 893 1,157 138 239 15,978

＊１

＊２ 対象者について、認定調査が初回の場合は、実施場所は自宅内として記載

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 0 8 7 48 158 106 70 23 11 431

Ⅰ 0 4 8 60 178 138 172 26 18 604

Ⅱａ 1 1 11 98 189 176 216 22 23 737

Ⅱｂ 0 2 3 199 258 249 367 41 41 1,160

Ⅲａ 0 1 0 145 217 257 875 89 232 1,816

Ⅲｂ 0 0 0 46 53 37 213 19 49 417

Ⅳ 0 0 1 3 23 18 177 45 405 672

M 0 0 1 0 0 2 6 0 24 33

計 1 16 31 599 1,076 983 2,096 265 803 5,870

＊１

福井・坂井圏域

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

２　自宅内

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

３　自宅外

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載
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（様式３）日常生活の自立度について
圏域：

１　合計（自宅内＋自宅外） (単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 3 28 101 95 96 17 22 3 4 369

Ⅰ 2 34 197 201 184 48 38 8 8 720

Ⅱａ 2 10 89 91 123 27 30 1 1 374

Ⅱｂ 2 9 221 252 349 92 83 13 13 1,034

Ⅲａ 0 3 41 145 200 90 178 42 52 751

Ⅲｂ 0 1 6 25 34 25 77 7 22 197

Ⅳ 0 0 4 23 31 16 56 17 106 253

M 0 0 0 2 3 1 7 3 3 19

計 9 85 659 834 1020 316 491 94 209 3,717

＊１

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 3 27 99 94 65 7 15 1 3 314

Ⅰ 2 33 193 187 140 26 16 4 2 603

Ⅱａ 2 10 87 85 95 10 10 0 0 299

Ⅱｂ 2 9 216 209 262 38 27 4 3 770

Ⅲａ 0 3 38 98 107 30 38 9 12 335

Ⅲｂ 0 0 5 15 17 3 13 0 7 60

Ⅳ 0 0 4 12 11 0 3 2 17 49

M 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3

計 9 82 642 700 698 114 123 20 45 2,433

＊１

＊２ 対象者について、認定調査が初回の場合は、実施場所は自宅内として記載

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 0 1 2 1 31 10 7 2 1 55

Ⅰ 0 1 4 14 44 22 22 4 6 117

Ⅱａ 0 0 2 6 28 17 20 1 1 75

Ⅱｂ 0 0 5 43 87 54 56 9 10 264

Ⅲａ 0 0 3 47 93 60 140 33 40 416

Ⅲｂ 0 1 1 10 17 22 64 7 15 137

Ⅳ 0 0 0 11 20 16 53 15 89 204

M 0 0 0 2 2 1 6 3 2 16

計 0 3 17 134 322 202 368 74 164 1,284

＊１

奥越圏域

区分

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

区分

２　自宅内

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

区分

３　自宅外

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載
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（様式３）日常生活の自立度について
圏域：

１　合計（自宅内＋自宅外） (単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 4 37 141 195 270 103 73 23 29 875

Ⅰ 2 44 234 341 563 146 108 32 25 1,495

Ⅱａ 2 17 112 151 298 94 60 13 11 758

Ⅱｂ 5 30 298 580 1,050 277 253 43 38 2,574

Ⅲａ 3 4 114 292 707 300 605 76 156 2,257

Ⅲｂ 0 1 6 28 100 55 117 18 33 358

Ⅳ 0 0 13 36 50 42 172 43 253 609

M 0 1 1 2 6 2 7 2 3 24

計 16 134 919 1,625 3,044 1019 1,395 250 548 8,950

＊１

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 3 36 140 185 214 57 40 15 19 709

Ⅰ 1 40 229 317 476 75 42 10 8 1,198

Ⅱａ 0 14 102 126 253 48 18 2 3 566

Ⅱｂ 4 24 275 476 817 119 74 15 10 1,814

Ⅲａ 3 4 102 199 412 95 72 23 21 931

Ⅲｂ 0 1 5 18 54 22 15 9 3 127

Ⅳ 0 0 9 20 18 15 17 8 20 107

M 0 1 1 1 2 1 1 0 0 7

計 11 120 863 1,342 2,246 432 279 82 84 5,459

＊１

＊２ 対象者について、認定調査が初回の場合は、実施場所は自宅内として記載

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 1 1 1 10 56 46 33 8 10 166

Ⅰ 1 4 5 24 87 71 66 22 17 297

Ⅱａ 2 3 10 25 45 46 42 11 8 192

Ⅱｂ 1 6 23 104 233 158 179 28 28 760

Ⅲａ 0 0 12 93 295 205 533 53 135 1,326

Ⅲｂ 0 0 1 10 46 33 102 9 30 231

Ⅳ 0 0 4 16 32 27 155 35 233 502

M 0 0 0 1 4 1 6 2 3 17

計 5 14 56 283 798 587 1,116 168 464 3,491

＊１

丹南圏域

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

２　自宅内

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

３　自宅外

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載
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（様式３）日常生活の自立度について
圏域：

１　合計（自宅内＋自宅外） (単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 4 63 340 334 248 103 67 20 13 1,192

Ⅰ 2 61 353 386 376 120 107 31 25 1,461

Ⅱａ 1 15 117 134 170 49 37 6 5 534

Ⅱｂ 9 30 317 633 710 212 335 43 69 2,358

Ⅲａ 8 11 58 207 346 199 457 58 116 1,460

Ⅲｂ 0 2 23 43 91 39 136 20 35 389

Ⅳ 0 0 4 21 31 13 93 16 99 277

M 0 0 1 2 0 2 5 2 11 23

計 24 182 1,213 1,760 1,972 737 1,237 196 373 7,694

＊１

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 4 63 339 328 201 58 43 7 9 1,052

Ⅰ 2 61 352 363 320 71 50 14 12 1,245

Ⅱａ 1 15 115 127 140 25 19 3 2 447

Ⅱｂ 9 29 309 563 552 119 99 21 22 1,723

Ⅲａ 8 11 58 150 196 79 90 20 34 646

Ⅲｂ 0 2 22 33 54 19 40 2 11 183

Ⅳ 0 0 4 15 12 5 14 8 25 83

M 0 0 1 2 0 2 1 1 3 10

計 24 181 1,200 1,581 1,475 378 356 76 118 5,389

＊１

＊２ 対象者について、認定調査が初回の場合は、実施場所は自宅内として記載

(単位：人)

自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 計

自立 0 0 1 6 47 45 24 13 4 140

Ⅰ 0 0 1 23 56 49 57 17 13 216

Ⅱａ 0 0 2 7 30 24 18 3 3 87

Ⅱｂ 0 1 8 70 158 93 236 22 47 635

Ⅲａ 0 0 0 57 150 120 367 38 82 814

Ⅲｂ 0 0 1 10 37 20 96 18 24 206

Ⅳ 0 0 0 6 19 8 79 8 74 194

M 0 0 0 0 0 0 4 1 8 13

計 0 1 13 179 497 359 881 120 255 2,305

＊１

嶺南圏域

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

２　自宅内

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載

３　自宅外

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

区分
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

要介護認定(要支援を含む。)に係る認定調査票（概況調査・基本調査）を用いて(非該当・取下げ分は除く。)、R7.4.1現在の状況を
記載
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福井県災害ボランティアセンター連絡会開催要綱 

 

（設置） 

第1条 県災害対策本部が設置される大規模災害が発生した際などに、災害ボラ 

   ンティアの活動拠点として設置される「災害ボランティアセンター」（以 

   下「センター」という。）の設置および運営に関する基本事項を協議･決定 

   し、また、平常時において、構成団体相互間の連携･協力関係の推進等に 

   努めるなど、災害時における迅速かつ的確な対策の実施に資するため、 

   「福井県災害ボランティアセンター連絡会」（以下「連絡会」という。）を 

   開催する。 

 

（所掌事務） 

第2条 連絡会は、次に掲げる事務を行なう。 

(1)  センターの設置･運営に関すること。 

(2)  災害ボランティア活動を円滑に行なうための構成団体相互間の情報交換

および交流に関すること。 

(3)  その他、センター活動の推進に関すること。 

 

（構成） 

第3条 連絡会は別表に掲げる団体で構成する。 

 

（会議） 

第4条 連絡会に座長を置き、座長は社会福祉法人福井県社会福祉協議会専務理 

事とする。 

 ２  座長は、必要に応じて構成員以外の者を会議に出席させ、意見または説 

   明を求めることができる。 

 ３  会議は、県からの要請を踏まえ、または必要に応じて座長が招集する。 

 

（事務局） 

第5条 連絡会の事務局は、福井県未来創造部県民協働課において行なう。 

 

（雑則） 

第 6 条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別 

   に定める。 
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   附 則 

    この要綱は平成１１年７月２１日から施行する。 

   附 則 

    この要綱は平成１５年６月 １日から施行する。 

   附 則 

    この要綱は平成１５年８月２８日から施行する。 

   附 則 

    この要綱は平成１７年４月 １日から施行する。 

   附 則 

    この要綱は平成１8年８月 ３日から施行する。 

   附 則 

    この要綱は平成２３年３月１２日から施行する。 

   附 則 

    この要綱は平成２５年３月２２日から施行する。 

   附 則 

    この要綱は平成２７年５月１９日から施行する。 

附 則 

    この要綱は令和元年６月１日から施行する。 

附 則 

    この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

    この要綱は令和５年５月２２日から施行する。 
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    （別 表） 

       福井県災害ボランティアセンター連絡会の構成団体一覧表 

団体名 

１ 公益社団法人 日本青年会議所 福井ブロック協議会 

２ 日本赤十字社 福井県支部 

３ 日本労働組合総連合会 福井県連合会 

４ 福井県企業等ボランティア･社会貢献連絡会 

５ 公益財団法人 福井県国際交流協会 

６ 福井県山岳連盟 

７ 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 

８ 福井県生活協同組合連合会 

９ 福井県壮年団連絡協議会 

10 福井県レクリエーション協会 

11 福井県連合青年団 

12 福井県連合婦人会 

13 特定非営利活動法人 ふくい災害ボランティアネット 

14 公益社団法人 福井県看護協会 

15 福井大学災害ボランティア活動支援センター 

16 特定非営利活動法人 日本災害救援飛行協会 

17 福井県防災士会 

18 福井県 
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